
愛知維新の会 規約 
 

第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 本⽀部は、愛知維新の会と称し、⽇本維新の会に所属する総⽀部とし

て、主たる事務所を愛知県尾張旭市東⼤道町原⽥ 2493-2 に置く。 
2 本⽀部は、平成２８年１１⽉２８⽇より開設する。 

 
（⽬的） 
第２条 本⽀部は、⽇本維新の会の綱領（以下「党綱領」という。）で定める理

念及び基本的政策⽅針等の実現を図ることを⽬的とする。 
 
（構成） 
第３条 本⽀部は、愛知県に在住する⼀般党員、愛知県に存する⾃治体の⾸⻑、

議員⼜はそれらの公認候補予定者である特別党員、愛知県に属する選
挙区より選出された国会議員⼜はその公認候補予定者である特別党
員、衆議院若しくは参議院の⽐例代表選出議員⼜はそれらの公認候補
予定者のうち活動の拠点を愛知県に有する特別党員及び本部が本⽀
部に特別に承認した特別党員により構成される。 

 
第２章 党員等 

 
（⼀般党員） 
第４条 愛知県に在住する１８歳以上の⽇本国⺠であって、党綱領に賛同し、

⽇本維新の会の党規約（以下「党規約」という。）及び組織規則（以下
「党組織規則」という。）に定める⼊党⼿続きを経た者を、本⽀部に所
属する⼀般党員とする。 

2 ⼀般党員は、本⽀部規約に基づき、党の活動及び政策決定などに参画
し、⽇本維新の会代表選挙に係る投票権を⾏使することができる。 

3 ⼀般党員は、定められた党費を納⼊し、⽇本維新の会の本部及び本⽀
部が定める諸規程を遵守し、決定された⽅針を尊重しなければならな
い。 

4 党費は、党組織規則によるものとする。 
5 ⼀般党員の名簿は、党組織規則に準じて作成するものとする。 
6 作成した名簿は、⽇本維新の会代表選挙、本部からの指⽰及び役員会

の決定に基づく⽬的以外で使⽤してはならない。 
7 ⽇本維新の会代表選挙における各有権者の投票権の⾏使の⽅法につ

いては、⽇本維新の会代表選挙規則の定めに従う。 
 
（特別党員） 



第５条 愛知県内⾃治体の⾸⻑若しくは議員、愛知県に属する選挙区より選出
された国会議員、衆議院若しくは参議院の⽐例代表選出議員のうち 
主たる活動の拠点を愛知県に置く議員⼜はそれらの公認候補予定者
であって、党綱領に賛同し、党規約及び党組織規則に定める⼊党⼿続
きを経た者を、本⽀部に所属する特別党員とする。 

2 特別党員は、定められた党費を納⼊し、⽇本維新の会の本部及び本⽀
部が定めた諸規程を遵守し、全⼒を挙げて党に奉仕しなくてはならな
い。 

3 特別党員の名簿は、党組織規則に準じて作成するものとする。 
4 作成した名簿は、⽇本維新の会代表選挙、本部からの指⽰及び役員会

の決定に基づく⽬的以外で使⽤してはならない。 
 
（所属） 
第６条 愛知県内に在住する⼀般党員は、本⽀部に所属するものとし、他の総

⽀部に所属することはできない。 
 
（離党） 
第７条 ⼀般党員は、党組織規則第 7 条第 1 項の規定により⽂書⼜は⼝頭によ

る申し出で本党を離党することができる。 
2 国会議員が本会を離党しようとするときは、幹事⻑へ離党を申し出

て役員会の承認を得るとともに、党規約第４条第７項の規定により
⽇本維新の会の幹事⻑（以下「党幹事⻑」という。）に申し出た上で
⽇本維新の会の常任役員会の承認を得るものとする。 

3 国会議員ではない特別党員が離党しようとするときは、幹事⻑に申
し出て、その承認を得ることとし、承認後は速やかに書⾯を持って党
本部へ報告するものとする。 

 
第３章 議決機関 
 
（全体会議） 
第８条 本⽀部の最⾼議決機関を全体会議とする。 

2 全体会議は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正その他の重要事
項を審議し決定する。 

3 全体会議は、本⽀部に所属する特別党員で構成する。 
4 全体会議は、役員会の議を経て、代表が招集する。 
5 全体会議は、構成員の２分の１以上の出席により成⽴し、その議事は

⾏使された議決権の過半数をもって決する。 
6 全体会議の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の承認を得て別

に定めるものとする。 
 

第４章 執⾏機関 



 
（役員会） 
第９条 本⽀部に役員会を設置する。 

2 役員会は、本⽀部の最⾼執⾏機関とし、本⽀部の運営に必要な事項を
審議し決定する。ただし、⽇本維新の会の⽅針に反する決定を⾏うこ
とはできない。 

3 役員会は、代表、副代表、幹事⻑、政務調査会⻑、総務会⻑その他代
表が指名する若⼲名で構成する。 

4 役員会は、代表が主宰し、その要請に基づき、幹事⻑が運営する。 
5 役員会は、毎⽉１回以上開催するものとする。 
6 役員会は、代表を含む構成員の２分の１以上の出席により成⽴し、そ

の議事は出席者の過半数をもって決する。 
 
（代表） 
第１０条 本⽀部に代表を置く。 

2 代表は、本⽀部を代表する最⾼責任者とする。 
3 代表の任期は、就任から２年とする。 
4 代表選出の⽅法は、全体会議で定める。 
5 前項の全体会議において代表を選挙で選出すると決めた場合、代表選

挙における被選挙権を有する者は、党幹事⻑が指名する特別党員とす
る。 

6 第４項の全体会議において代表選挙を⾏わないとした場合、党幹事⻑
が指名する特別党員の中から全体会議⼜は役員会の議決により代表
を選出するものとする。 

7 役員会は、前２項に規定する党幹事⻑が指名する特別党員を推薦する
ことができる。 

8 第５項⼜は第６項の規定により代表を選出したときは、速やかに党規
約第 23 条第１項の規定の⼿続きをとるものとする。 

9 本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 
 
（副代表） 
第１１条 本⽀部に副代表若⼲名を置くことができる。 

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、前条第９項にかか
わらず、代表の後任が決まるまでの間に限り、代表の職務を代⾏する。 

3 副代表は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。 
 
（幹事⻑） 
第１２条 本⽀部に幹事⻑を置く。 

2 幹事⻑は、代表を補佐し、予算を執⾏する等、党運営を統括する。 
3 幹事⻑は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。 
4 幹事⻑は、代表及び副代表を補佐し、本⽀部の運営及び党活動を統括



する。また、必要に応じ、役職者等の連絡・調整のための会議を招集
することができる。 

5 幹事⻑は、幹事⻑代理、副幹事⻑その他党務運営に必要な執⾏機関を
設置するとともに、その役職者を本⽀部に所属する党員から選任する
ことができる。 

6 幹事⻑に属する執⾏機関の組織及び運営については、役員会の承認を
得て別に定める幹事会規則によるものとする。 

 
（政務調査会⻑） 
第１３条 本⽀部に政務調査会⻑を置き、その下に政務調査会を設置する。 

2 政務調査会⻑は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。 
3 政務調査会⻑は、役員会の承認に基づき、政務調査会の構成員である
副政務調査会⻑、政務調査会委員その他必要な役職を本⽀部に所属す
る党員から選任することができる。 

4 政務調査会役員の総数並びに政務調査会の組織及び運営については、
役員会の承認を得て別に定める政務調査会規則によるものとする。 

 
（総務会⻑） 
第１４条 本⽀部に総務会⻑を置き、その下に総務会を設置する。 

2 総務会⻑は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。 
3 総務会は党務の執⾏に必要な各委員会等で構成し、その⻑及び副総

務会⻑は、総務会⻑が役員会の承認を得て選任する。 
4 総務会役員の数並びに総務会の組織及び運営については、役員会の

承認を得て別に定める総務会規則によるものとする。 
 
（候補者選定⼿続き及び決定機関） 
第１５条 党規約第１２条第３項の規定により、本⽀部に委任された選挙に関す

る候補者の公認、推薦等は、役員会の議を経て、代表が決定する。 
 
（本部の設置） 
第１６条 役員会は、本⽀部を挙げて取り組むべき選挙その他の重要事項に関し

て、臨時の本部を設けることができる。 
2 設置する本部の⻑は、幹事⻑が選任する。 
3 本部の⻑は、幹事⻑の承認の下に副本部⻑、本部員等を選任すること

ができる。 
 
（最⾼顧問及び顧問） 
第１７条 代表は、⽀部最⾼顧問、⽀部顧問を選任することができる。 
 
（党紀委員会） 
第１８条 本⽀部に、役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 



2 党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、⾃らの判断に基づいて、役
員会に対して党員の党紀遵守に関して意⾒を述べることができる。 

 
（会計監査） 
第１９条 本⽀部に若⼲名の会計監査⼈を置く。会計監査⼈は本⽀部の経理を監

査する｡ 
2 会計監査⼈は、代表が選任し、役員会の承認を得る。 

 
第５章 市区町村⽀部 

 
（市区町村⽀部） 
第２０条 特別党員は、市区町村⽀部（指定都市の⾏政区を含む。）の設⽴を幹事

⻑に申請することができる。 
2 前項の申請があった場合、幹事⻑は、役員会の議を経て、党幹事⻑に

申請を⾏い、党規約第 23 条第１項の承認を得て市区町村⽀部を設置
するものとする。 

3 党規約第 23 条第３項の規定により本⽀部に委任された市区町村⽀
部の設置については、幹事⻑が認め、役員会の承認を経て設置するも
のとする。 

 
第６章 倫理 
 
（倫理の遵守） 
第２１条 本⽀部は、党員の倫理の確保に向け、倫理規範の意識の涵養に努める

とともに、党員に倫理規範に反する⾏為があった場合は、党規約及び
⽇本維新の会が定める党紀規則（以下「党党紀規則」という。）並びに
本⽀部が定める党紀規則に則り厳正に対処する。 

2 党党紀規則第９条第２項の規定により当⽀部が処理する倫理規範違
反事案については、役員会が当該事案について速やかに調査を⾏い、
その結果に基づき党紀規則に従い必要な処分を決定する。 

3 役員会は、前項の処分を審議するにあたって、必要に応じ党紀委員会
の意⾒を求めることができる。 

 
（党紀規則） 
第２２条 党党紀規則第９条第３項に規定する本⽀部が定める党紀規則は、役員

会の議決を経て、党幹事⻑の承認を得るものとする。 
 

第７章 財政 
 
（財政） 
第２３条 本⽀部の経費は、党費、寄附、事業収⼊、政党交付⾦その他の収⼊を



もって充てる。 
 
（会計年度及び予算、会計監査） 
第２４条 本⽀部の会計年度は、１⽉１⽇から１２⽉３１⽇までとする。 

2 幹事⻑は、役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、全体
会議の承認を得なければならない。 

3 総務会⻑は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査⼈の監査を受
けた上で役員会の承認を経て、全体会議の承認を得なければならな
い。 

 
第８章 補則 

 
（オンライン会議） 
第２５条 本規約で規定する全体会議その他の会議は、オンラインで実施するこ

とができるものとする。 
（補則） 
第２６条 本規約で委任を受けた事項⼜は本規約を実施するために必要な事項 

について、役員会の承認に基づき、規則等を定めることができる。 
2 本⽀部は、⽇本維新の会の本部及び本⽀部が定める諸規程に則り運
営される。 

3 本部において党規約及び規則等に変更があった際は、その変更に合
わせて、速やかに本規約並びに規則の変更を⾏うものとする。 

4 本規約に定めのない事項については、役員会が決定する。 
 
附則 
本規約は、平成２８年１１⽉２８⽇より発効する。 
 
本規約は、平成２９年６⽉１⽇より施⾏する。 
 
本規約は、平成３０年１２⽉１３⽇より施⾏する。 
（愛知維新の会への名称変更） 
 
本規約は、令和２年６⽉２１⽇より施⾏する。 
（第１条 主たる所在地への事務所住所、開設⽇の記載） 
 
本規約は、令和 4 年 5 ⽉ 22 ⽇より施⾏する。 
（第 1 条 事務所住所変更）（第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 7 条、第 9 条 2 項、第 10
条 8 項、第 11 条 2 項 ⼀部修正）（第 18 条 2 項 削除）（第 5 章 表題変更、地域
⽀部の規定を削除）（第 24 条 3 項 ⼀部修正）（第 25 条 挿⼊し第 25 条を第 26 条



に変更） 


